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令和５年度第１回 流山市いじめ問題対策連絡協議会 議事録 

 

（期  日）令和５年６月１４日（水）午後２時～午後３時 

（会  場）流山市役所第２庁舎３階３０４会議室 

（出席委員）千葉地方法務局松戸支局総務課 課長 鈴木 雄希 

千葉県警察流山警察署生活安全課 課長 今野 浩昭 

松戸人権擁護委員協議会 人権擁護委員 中島 美江 

流山市ＰＴＡ連絡協議会 会長 金井 美穂 

流山市立新川小学校 校長 長谷川 伸一 

流山市立八木中学校 校長 辻本 晃 

 

事務局 お時間となりましたので、ただいまより、令和５年度第１回いじめ問題対策連

絡協議会を開会いたします。柏児童相談所の並木様、流山医師会の鎌田様のお２

人は諸事情により欠席となっておりますので、６名で会議を開催いたしますので

よろしくお願いいたします。 

今年度より委員になられた皆様に委嘱状を交付させていただきます。 

 （委嘱状交付） 

（委員、事務局自己紹介） 

事務局 流山市いじめ問題対策連絡協議会に関する説明を、事務局よりさせていただき

ます。流山市いじめ問題対策連絡協議会は、流山市のいじめに関わる諸問題につ

いての情報共有を行い、いじめ問題への対処のための連携体制を作ることを目的

としています。この会議は公開されていますので、議事録を流山市のホームペー

ジに公開する予定となっています。よろしくお願いします。 

本会議における会長、副会長について確認させていただきます。例年、会長は

中学校の生徒指導担当校長、副会長は小学校の生徒指導担当校長にお願いをして

おり、会長は中学校校長会の辻本先生、副会長は小学校校長会の長谷川先生にお

願いしたく存じます。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

（委員一同が同意） 

ありがとうございます。それではよろしくお願いします。ここからは流山市い

じめ防止対策推進条例に基づき、辻本会長に議事の進行をお願いいたします。 

辻本会長 それでは、報告・協議に入ります。事務局、お願いいたします。 

事務局 はい。令和４年度いじめ認知件数調査（４月～３月）と、いじめ重大事態につ

いて報告させていただきます。令和４年度いじめアンケート集計結果の資料をご

覧ください。小学校のいじめ認知件数が４９５４、中学校が４７５となっており

ます。いじめ認知件数は、被害児童１名につき１件という認知となっております。

１人の児童生徒が複数の加害児童生徒から受けた場合も１件とカウントさせて

いただいております。 

小学校ですが、認知件数４９５４件に対し、解消件数、昨年度末までの間に解

消した件数が４５０４件、継続支援中ということで今年度も継続的に支援をして

いる件数が４５０件となっています。解消率は９０．９％という状況です。中学

校のほうは、認知件数４７５件に対し、解消件数が４５４件、解消率は９５．６％、

引き続き継続支援中のものは２１件で４．４％となっています。 

いじめ発生学年ですが、小学校の男女合わせての件数、人数を上げさせていた

だいております。１年生が１２３２件、２年生が１０９９件、３年生が９２５件、
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４年生６９１件、５年生５９４件、６年生４１３件、合計４９５４件となってい

ます。低学年のほうが数としては多いんですけれども、これは、単純に母数、全

体の人数が増えてきているというところと、低学年に関しては認知の度合い、少

し叩かれた、悪口や嫌なことを言われたところに関してもすべて認知件数として

上げていることもあり、低学年のほうが数が多くなっております。中学生は、１

年生が２３８件、２年生が１５１件、３年生が８６件となっております。こちら

も、１年生のほうが件数が多くなっていますが、人数の増減、認知の度合いとい

ったところで１年生のほうが数が多くなっております。 

昨年度の重大事態の件数でございます。令和４年度、流山市が認知しました重

大事態の件数ですが、小学校、中学校合わせて９件のいじめ重大事態を認知して

おります。うち小学校が６件、中学校は３件です。重大事態に関しましては、い

じめによる不登校、重大事態における２号事案の件数が多く、いじめが元となっ

て不登校となってる児童生徒が比率としては多くなっております。 

続きまして、『保護者の方へ（重大事態についてのご説明）』という資料をご覧

ください。こちらですが、今年度から、重大事態の発生時についての説明資料を

教育委員会のほうで作成したものです。 

（資料を読み上げて説明） 

調査に関する内容をこのようにまとめました。 

昨年度までは口頭で説明していたのですが、今年度からはこの書面を、被害児

童生徒・保護者、加害児童生徒・保護者それぞれにこの用紙をお渡しして説明を

することにしています。 

辻本会長 それでは、令和４年度いじめ認知件数、重大事態について、何かご意見等はご

ざいますでしょうか。よろしいでしょうか。では事務局、続けてお願いします。 

事務局 では、続きまして、いじめ防止相談対策室の年間活動予定についてご説明いた

します。『令和５年度いじめに対する取組一覧』をご覧ください。項目の上から

順にご説明いたします。 

まず、ＷＥＢ－ＱＵについてです。ＷＥＢ－ＱＵは、学校・学級生活の不適応、

不登校、いじめの被害の可能性の高い子どもを早期に発見することを目的に行っ

ております。令和２年度、令和３年度は紙で実施をしていましたが、令和４年度

からは、１人１台タブレット端末がありますので、そちらを使用して児童生徒は

アンケートに答えていきます。対象学年は小学校が３年生から６年生、中学校は

１年生から３年生となっております。１学期と２学期に１度ずつ実施します。こ

れは、１学期の実施で見えてきた児童生徒の様子を基に分析を行い、適切な支援・

指導を行うことで、児童生徒の困り感をなくしていくことを狙いとしています。

今年度は６・７月に１回目、１１・１２月に２回目を実施します。 

２つ目、いじめ認知アンケートについてです。いじめ認知アンケートは、学校

生活の中でのいじめを認知することを目的としています。対象学年は、小中学校

ともに全学年の児童生徒です。年に２回、６月と１１月に行います。いじめの認

知をアンケートだけで行うのではなく、普段の生活の中でも積極的に認知を行っ

ていくよう各学校に働きかけを行っています。認知した場合は必ず記録に残すこ

と、月末には必ず各校の状況を報告することを周知しております。なお、緊急を

要するいじめについては、学校と連携を図り、早期に対応するようにしています。 

３つ目、ストレスチェックについてです。ストレスチェックは、令和３年度よ

り、小学校５、６年生及び中学校１、２、３年生を対象に行われております。児
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童生徒、保護者及び教職員が、児童生徒のストレスや心身の健康状態に気付き、

ストレス要因を把握することで、心と体の健康を保持すること、並びに、学校の

ストレス状況の分析を通し、学校環境の改善とさらなる対策の推進を図ることを

目的に行われています。 

４つ目、心の天気アプリについてです。児童生徒が自分の気持ちを天気にして

表現し、それを教職員が見ることにより、児童生徒の目に見えない心の様子を見

取る方法のひとつとして活用されています。タブレット端末を使って行います。

担任以外も児童生徒の回答を見ることができるため、校内全体での見守りにも活

用できます。 

５つ目、いじめ授業についてです。いじめ授業は、児童生徒が「いじめは絶対

に許されない」と正しく認識し、いじめの対処を理解し行動できる力をつけるこ

とを目的に行われています。初めに、中学校で実施していることについてご説明

いたします。中学校では、１年生を対象に２回実施されており、１回目は１学期

にスタンドバイ株式会社による授業を、２回目は２学期にスクールロイヤーによ

る授業を実施しております。続いて小学校についてご説明します。小学校は、１

～４年生、６年生に指導案を提供し、いじめ防止授業を行っています。５年生は

スクールロイヤーによるいじめ防止授業を行っております。 

最後に、職員研修についてご説明いたします。市内全小中学校にスクールロイ

ヤーと指導主事が訪問し、教職員を対象に研修を行います。スクールロイヤーは

法的な観点から、指導主事は教育的な観点から、それぞれ話をします。いじめが

行ってからの対応だけではなく、未然防止のための対策についても考えていただ

き、いじめ防止に対して知識・感覚を養っていくことを目的としております。 

取組についての説明は以上となります。どの取組も、いじめが起きた後に、児

童生徒が置かれていた状況を知るための手立てとしても活用されております。そ

れだけではなく、いじめが起こることを未然に防ぐことも大切だと考えておりま

す。児童生徒が安全、安心に過ごせるような環境づくりに今後も取り組んでまい

りたいと考えております。 

辻本会長 はい。いじめに対する取組ということで、いくつか対策内容を説明されました

が、何かご意見等はございますでしょうか。 

中島委員 すみません、２つほどあります。 

心の天気アプリというのを全職員が見ていると伺ったのですが、これは子ども

たちが、それぞれ今日は曇りだ、晴れだとか、気持ちを出すんですよね。そうす

ると、中にはずっと曇りだったりする子もあると思うんです。どれくらいの数が、

気になるなあ、と先生方の中で上がってきているのでしょうか。せっかく把握し

ているのであるなら、「この子いつも曇りが多いよね」という気付きみたいな、

そういうのは、どれくらい数があるのでしょうか。 

もう１つは、いじめの授業におけるスタンドバイについての質問なんですが、

これは誰かに頼んでやっているのでしょうか。それと、中学生は１年生だけで、

２年生、３年生はやっていない、という理解でよいでしょうか。 

それと、小学校の１年から４年、６年には、いじめの授業の指導案を提供して

いるということでしたが、この指導案は誰が提供していて、どんなふうにやられ

ているのかなというのが気になりました。 

それと、学年が１年から４年といっても、全市内の学校がやっているのかにつ

いても、実態が分かると嬉しいなと思います。せっかく前向きに取り組んでいる



4 

ことなので、教えていただけるとありがたいです。 

辻本会長 複数個ありましたので、まずは天気のアプリについては長谷川校長先生。 

長谷川副会長 私は自分の学校のことだけしか把握していないのですが、通常級が１２クラス

あります、各学年２クラスで６学年まで。特別支援学級でももちろん心の天気ア

プリをやっているんですけど、それを含めると１５クラスの中で、昨年度、雨ば

かり続いているお子さんが気になったので、担任に「どんなふうに生活している

か、『困りごとは何だ』と水を向けてくれ」と言ったのが、１５クラス中２クラ

ス、それぞれ１人ずついました。連続はしないけども雨があったり曇りがあった

りというのは多数あるのですが、こちらサイドとして見ていてあまりにも続いて

いて心配だというケースが、特別支援級も含めて１５分の２でした。他校の様子

は把握しきれないですが、だいたいそのくらいの割合なんじゃないかなと思いま

す。 

辻本会長 中学校でも、基本的に、雨マークとかが付くとすぐ担任が、どうした、と言っ

て声を掛けるんです。すぐにそこで、小さな日常のことでも、なぜ雨なのかと。  

曇りの部分は複数回続かないですけど、雨というのは一番悪いということです

ので、それについては担任がアプローチするという形で対応しております。 

続いて、スタンドバイというのは。 

事務局 はい、私のほうから説明します。教育委員会のほうで予算を取っていまして、

市教委と連携を取ってスタンドバイ株式会社にいじめの授業をやっていただく

というところで、中学１年生で授業を行います。２年前に会社の名前がストップ

イットとからスタンドバイに変わりましたが、内容は変わりません。基本的には

授業を１コマ５０分取って、子どもに対していじめ防止授業を委託して行ってい

ます。 

その中で、スタンドバイアプリというのがあり、今子どもたちはＳＮＳを非常

に活用しており、１人1台端末や携帯を持っているということもあって、アプリ

を取得して相談ができるようになってます。 

２年前までは「いじめ相談アプリ」と表現していたのですが、現在は「悩み相

談アプリ」というような形で、現代にマッチしている部分だと思うんですけれど

も、電話ではなかなか直接話せない子もメールだと話ができるということで、匿

名でメール相談ができるものとなっています。 

辻本会長 中学校の２、３年生は実施しないのかということについて、１年生の時に、全

市内の１年生がこれを受けておりますので、要は「いじめとは何ぞや」というこ

とをここで再確認することによって、これからどういう行動をしたらいじめと認

知されるか理解することによって、先ほども数値でもあったんですけれども、中

学校１年生が２４０人弱、次（２年生）でその３分の２弱、次（３年生）で３分

の１と、徐々にいじめということを認識することによって行動変容があるという

ことで、これは非常に有意義な授業だなというのが学校としての感想です。 

最後に、小学校の指導案は誰がベースを作っているのかということについて。 

事務局 指導案に関しては、昨年度、流山市教育委員会のほうで１・２年生用と３・４

年生用を作成して学校に配布し、活用をお願いしております。今年度については、

現在、２年生用と４年生用を作成している途中ですので、完成後また各学校に提

供する予定でおります。 

事務局 昨年度の状況は、各学校に確認をして、全学年で実施していることは確認をと

っております。 
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長谷川副会長 本校でも、校長が「やった？」と確認しながら、１２月末までに全クラスで実

施しました。 

辻本会長 そのほか何か、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。よろしいですか。では、

続けて事務局お願いします。 

事務局 はい、資料の『いじめ重大事態に関する国への報告について』、こちらは昨年

度末通知された文書なんですけれども、私たちとしても非常に大きく転換といい

ますか、変わった内容です。学校がいじめ重大事態を認知した場合に、市に報告

が上がって、市から東葛飾教育事務所、県に報告を上げるということで、今まで

はそこで終わっていたものが、そこから国へ、文部科学省のほうに報告するとい

う流れに大きく変わりました。 

内容は、重大事態の発生報告、（１）にありますけれども、これがあった場合

に、発生報告を、様式１という所定の様式で出す必要があります。細かいことな

んですけれども、文科省へ報告をするというところで、この様式が昨年度からだ

いぶ変わりました。 

今までは個人情報を、様式に、何年何組の誰々という具体的な名前まで書かれ

ていたのが、文科省のほうは個人情報がほしいというよりも、学年、性別、何歳

の子、家庭環境がどういう子が重大事態になっているのか、どういう概要で、ど

のような被害を受けて１号事案、２号事案に該当したのかという情報を知りたい

という調査の一環というところで、そういう様式になっています。 

市としては、足りない部分に関しては、別紙の様式で、具体的な名前などは別

の様式で提出していただく形になってはいるのですけれども、国の動きとして非

常に大きく変わったところで、重大事態に対して、いじめ防止対策推進法ができ

たことで国の動きがいろんな部分で具体化されている部分の１つかと思います。 

（２）の重大事態調査の開始報告については、調査をどのように開始するのか、

教育委員会が、学校主体の調査なのか教育委員会主体での調査なのか、どのよう

な組織で調査をしていくのかというところが様式２になります。調査の開始日で

あったり、どういう構成で調査をしていくのかというところが、提出する内容に

なっています。 

２枚目の別添資料を見ていただければ具体的な部分が分かると思うのですけ

れども、右側の図が改定された内容です。左側にある「令和５年３月３１日 ま

での流れ」というのが昨年度までの流れになっています。右側が今年度からの流

れとなっており、文部科学省まで報告することになったというところが一番大き

く変わったところです。 

辻本会長 はい、それでは、いじめの重大事態の国への報告ということで、何かご意見等

ありますでしょうか。よろしいですか。では続けてお願いします。 

事務局 はい。では次に、『いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底

について』ということで、ご説明させていただきます。資料をご覧ください。こ

ちらは昨年度の２月１７日に市教委から各学校へ通知させていただいた文書で

す。この通知の中には、児童生徒の命を守ることを最優先に、犯罪行為として取

り扱うべきいじめなどは、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めな

ければならないこと等の、留意すべき点がまとめられています。通知の中身をご

説明させていただきたいと思います。 

まず１つ目、犯罪に相当する事案を含むいじめ対応における警察との連携の徹

底ということで、学校と警察が日常的に情報共有や相談を行える体制を構築す
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る、学校と警察双方において連絡窓口となる職員を指定するということで通知を

させていただいております。主に、教頭先生や生徒指導主任が学校では担当職員

として窓口を作っていただいています。 

次いで、各警察署管内を単位として行われる学校警察連絡協議会等を活用す

る、こちらは流山市では年に３回実施しております。先日、５月に第１回目が実

施され、各学校の生徒指導主任の先生方が、学校での様子ですとか地域での様子、

流山警察署のほうからは市内の少年による犯罪行為の傾向など情報共有をさせ

ていただいております。 

２つ目として、下記の事案等は、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に援助

を求めなければならないということで、１つ目、「いじめが犯罪として取り扱わ

れるべきと認められる事案」ですが、実際にどういうものを犯罪として取り上げ

るかというところで、資料の最後のほうに添付資料１というのがございます。こ

ちらをご覧いただいたほうが分かりやすいかと思いますので、こちらのほうから

説明をさせていただきたいと思います。 

（資料を読み上げて説明） 

本来であれば学校の中で収めるべき内容、学校もしくは学校の設置者のほうで

収めなければいけないものが主なのですけれども、一部のケースに関しては、な

かなか学校でも対応が難しいということも出てきております。そちらについて警

察への相談、もしくは学校からの通報というような形をとっていただきたいとい

うところを、通知として出しております。 

資料、文部科学省から出ている『いじめ問題への的確な対応に向けた警察との

連携等の徹底について（通知）』がございます。 

（資料を読み上げて説明） 

「（３）児童生徒に対するいじめ問題に係る普及啓発、未然防止の推進」につ

いて、いじめ防止授業案の作成を実施し、各学校に実施していただきました。ま

た、学校いじめ防止基本方針について、見直しを毎年行っていただいています。

毎年４月に、昨年度からの見直しを行っていただいた上で、各学校のホームペー

ジに上げていただいております。それと併せて、スクールロイヤーのいじめ防止

授業、職員向けの職員研修も、各小中学校で行っています。 

「３．保護者と学校がともにいじめ防止対策を共有するための普及啓発の推

進」ということで、今年度４月に保護者への通知を学校のほうにお願いしている

ところです。「いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校とし

ても、警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周

知を行うことが重要である」、突然警察が入ってくるとなると保護者の方もびっ

くりする部分はあると思いますので、こういうときには学校だけの対応ではなく

警察にも協力をしていただくことがありますということを、あらかじめ学校から

保護者のほうへ通知していただくことをお願いしております。 

「（２）いじめの当事者となった児童生徒の保護者への対応」ということで、

まず何よりも被害児童生徒を守るという観点からも、本人たちからの聴き取り、

それからその日のうちに事実関係を必ず保護者にも伝える、そして徹底して守り

通すことを保護者の方にも学校から伝えること、学校の対応については記録を詳

細に残し、保護者への対応についても担任等のみで対応するのではなく組織的な

対応を徹底することということで、教育委員会としても学校にお願いをしている

ところです。また、加害児童生徒の保護者については、迅速に保護者に連絡をし
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て、いじめの事実を正確に説明をするということでお願いをしているところで

す。 

昨年度の重大事態を見ても、初期対応のところで、こうしておけばということ

はやはりありましたので、今年度も各学校には、初期対応を迅速に行うことを徹

底してくださいということでお願いをしているところです。 

辻本会長 それでは、せっかくですので、各委員の皆様より、それぞれのお立場で、ご意

見、協議事項等ありましたらお話しいただければと思います。 

金井委員 保護者としての立場から、学校と警察の連携、対応の実例というところで、保

護者のほうから警察にお話が行って警察が対応されているというお話があった

んですけれども、その前に学校に相談したほうがいいのか、急を要すれば警察の

ほうに連絡してしまったほうがいいのか、そこのところを具体的に教えていただ

くとこちらも動きやすいのかなと思いました。 

事務局 学校のほうに一度連絡を入れてから警察というよりは、資料に載っているよう

な事案であれば、学校に連絡せずに警察に連絡を入れていただいても、もちろん

大丈夫です。ただ、警察に連絡を入れていただいた後に、学校のほうにこういう

ことで警察に通知しましたということでお伝えいただければと思います。 

事務局 基本的に保護者の方の判断でそういう形になると思うんですけれども、学校で

相談をして警察に連絡する、というパターンもあります。保護者の方の判断で警

察と直接というケースもあります。学校と連携を取ってもらって、学校に情報を

事後にでも報告いただき共有することも大事なことなので、ご協力いただければ

と思います。 

今野委員 今年度は、警察庁のほうからも「文部科学省からこういう通知が出ていますよ」

ということで、連携してやりなさいよということがありますので、教育現場の方

も警察に通報しやすくなっているのかなというのは感じております。 

その中で、警察に連絡したほうがいいのか学校に連絡したほうがいいのかとい

うところで、例えば、どこかの路上でけんかして怪我しちゃったとか何かやられ

ちゃったということであればダイレクトに警察でもいいんですけれど、学校の中

であったことというのは、一度学校の中でどういう感じなのかというところもあ

ったり、どうしても周りの生徒さんから聞いたりも必要になってきたりすること

もあるので、学校のほうとも連携を取っていただいたほうがいいところがありま

す。 

中には学校のほうで「警察に言ってください」ということで保護者の方を切り

離してしまって、困って警察に連絡される方もいて、そうなると私たちとしては、

学校がどういう方針なのかわからないです。例えば「学校ではこういう形でやっ

ていて、双方のご両親を呼んで、例えば今週の金曜日とかにやる予定で、そこで

お互いに話し合って謝罪なりをする予定です」というような話をいただけると、

じゃあ私たちはそれを見て、当事者の方と連絡を取って「その後どうですか」と

いう形でやれるのですが、何もわからない状態で「こういうのがあったんですけ

どどうしたらいいですか」ということになると、警察から学校のほうに問い合せ

して、その内容を聞いてまた保護者に連絡して、という形になることがあったり

します。 

学校の中のことだと、ある程度学校で「こうしよう」というのがあると思いま

す。どうしても、少年は少年法で、要は罰することが目的ではなくて、更生する

ことが目的になるので、その子を今後どうしたらいいのか、やられた子のケアを
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どうするのか、というところが大事になってくるところなので、そこは、学校、

教育委員会の方と連携をして、調整をさせていただいてやっていただくと助かり

ます。 

鈴木委員 法務局は、いじめの事案について、国の人権擁護機関として関与すべき事案に

ついては学校や教育委員会など関係機関と協力しながら対応していくこととな

ります。また、今日この資料を拝見させていただいて、私どもが力になれること

として皆様に知っておいて欲しいと思いましたのは、インターネット上の人権侵

害に関することです。 

個人がインターネット上で誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長

する表現の書き込みをされるといった事案があると思いますが、私どもは、書き

込みをされた方がプロバイダへ行う当該書き込みの削除要請等の依頼方法の助

言や、法務局の調査の結果、書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害等に該当す

ると認められるときは、法務局からプロバイダ等にその情報の削除を求めるなど

の対応をしておりますので、情報として覚えておいていただければと思います。 

辻本会長 ありがとうございます。管轄的には、この辺りは松戸でいいのでしょうか。 

鈴木委員 はい。松戸支局でもいいですし、千葉地方法務局の人権擁護課でも行っていま

す。 

中島委員 私が先ほど質問したのはなぜかというと、人権擁護委員というのは、松戸市の

全体と流山市で、一緒にやっているんですね。だから「松戸人権擁護委員」とい

うんですけれども、流山は今６人いるんです。松戸はもうちょっと人口が多いの

で１５人、そういう中で、たまたま私たちの活動が、ちょうど子どもたちのいじ

めとか、相談、ミニレターとか、そういうものを扱っているんです。 

それから、人権教室といって、流山市の場合は３年生を対象に、２校か３校や

っているんですけど、人権擁護委員が行って、先生と協力しながら１時間の授業

をしている中で、かぶってしまったり、こちらの学校で現実にやっているのに私

達がしゃしゃり出てやってもいいのかな、と私は常々思っていたので、そこで質

問させていただいたんです。ただ、私たちがやれるのは先生とは違う、プロでは

ないので、近くの身近な相談できるおばさんというような形の中で、やれること

をやるという形で続いているんですけれど、そういう観点で質問させてもらいま

した。 

もう１つは、ＳＯＳミニレター、今年は特にたくさんＳＯＳミニレターを書い

てくださる子が増えているんですね。その中でやっぱりいじめとかそういうもの

を相談してくるので、真摯に向き合って回答しているですけれども、中には、先

生に相談できないとか、友だちにもちょっと言えないということがあったりし

て、私たちも回答にすごく難しいなと思うところがあって、そういうときに学校

と連携が図れるといいなというので、心配な事案になると、学校に行って様子を

うかがわせてもらったりとできるんだけど、そういうのじゃなくて、この子の居

場所がないのかなと思ったりするときに、学校とのパイプがあったらいいなと思

うのが１つです。 

また、私たちの仕事は啓発だけではなくて、実は、県に行って女性の人権相談

とか、子どもの相談というのも、やっているんですね。そういうときには、不登

校とかの問題も結構あって、子どもさんの今後のことを考えると、そういう電話

のときにも、なるべく、より良いアドバイスをしたいと思っているので、いろい

ろアンテナを高くしていたいのですが、そういうときに、出来ればもうちょっと
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教育委員会さんと、情報や、そういったお話ができる機会が流山市にもあるとい

いのかなというようなことを思いました。 

人権擁護委員は今６人いて、日本国籍ですけど外国の方もいて、とても中学校

では評判がよくて講演などしているんですね。だから、上手に活用していただい

て、現場が、先生たちもあまり大変にならないような形で、私たち周りも応援し

ているよという応援隊でいたいな、とすごく思っていて、今日はそういう意味で

質問させてもらったり、お話させていただきました。 

辻本会長 ありがとうございました。それぞれのお立場で貴重なご意見をありとうござい

ました。時間となりましたので、以上で協議は終了させていただきます。ありが

とうございました。 

事務局 ありがとうございました。以上で令和５年度第１回流山市いじめ問題連絡対策

協議会を閉会いたします。ありがとうございました。  


